
外国向け船舶・貨物にテロリスト
等が紛れ込まないように港湾でも
チェックします！ 

航行中にテロリ
スト等が侵入す
ることを防止す
る等船内警備を
徹底する！ 

船舶における保
安措置の実施 

わが国の港湾施設等を
テロリスト等の破壊行
為から守る！ 

条約不適合・急迫
した脅威・他に手
段なし 
→入港拒否 

国による条約適合
性等のチェック 
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臨海部防災拠点 

東南海・南海地震の津波被害を 
回避する高規格道路の整備促進 
（一般国道42号） 
【那智勝浦道路の整備】 

耐震強化岸壁のイメージ 

防災拠点のイメージ 

東南海＋南海地震による海岸の 
津波の高さ（中央防災会議資料） 

コンテナターミナルの保安対策のイメージ 

「紀伊半島南部地域ワーキング」 
（DIG手法を採用）検討状況 

東南海・南海地震による大規模災害に備えて取り組みます。 

東南海・南海地震の大規模地震
に備えてハード面及びソフト面の
取り組みを進めます。 

●東南海・南海地震・津波等 
　広域連携防災対策検討会 

　広域的で甚大な被害が懸念され

ている東南海・南海地震・津波による

被害を可能な限り最小化するため、

専門家のアドバイスのもと、国、自治体

および関係機関がお互いの情報を

共有化し、連携強化および適切な対

処を行うことを目的として、平成15年６

月26日に「東南海・南海地震・津波等

広域連携防災対策検討会」を設立

しました。 

　さらに、より地域に密接した課題解

決のため、被害特性や地域特性を考

慮した３つの地域別ワーキングを設

置し、より具体的な検討も進めていき

ます。 

●臨海部の防災対策の充実・強化 

　大阪湾沿岸において大規模地震

が発生した場合に護岸が崩壊し浸

水氾濫が起こると懸念されています。

平成15年4月の中央防災会議におい

て、「東南海・南海地震による津波

高」が公表され、和歌山沿岸では5m

以上、大阪湾、瀬戸内沿岸でも2～

3m程度の津波被害が予想されてい

ます。その対策として、堤防等の耐震

補強、防潮鉄扉の改良（電動化・軽

量化）や水門等の遠隔監視・遠隔操

作および海岸保全施設の整備を進

めます。また、臨海部においては、港

湾施設の耐震強化・防災緑地*
1
の整

備等を進めるとともに災害時には国

道4２号の代替路、緊急輸送路として

の重要な役割を果たす那智勝浦道

路の整備を進めています。 

　津波遡上域の水門閉鎖に要する

時間短縮の方策（遠隔操作・自動

化）について検討し、津波に対する速

やかな対策を効率的に実施します。

また、河川情報表示盤等の安全情報

伝達装置の設置により、地域住民等

への早期情報提供が可能となりま

す。港湾施設においては、耐震強化・

防災緑地の整備により臨海部の防災

拠点・物流機能の確保を図ります。 

国際物流における海上輸送の
セキュリティが強化され、安全な
物流システムが確保されます。 

　国際犯罪や海上テロを未然に防

止し、国際海上輸送システムの安全

性と信頼性の向上を図るとともに、関

係機関と協力して国際海上輸送に

係る不法な行為を防止し、国際社会

への貢献とわが国における港湾の国

際競争力の強化が図られます。 

　2001年９月の米国同時多発テロの

発生を踏まえ、2002年12月にIMO*
1

（国際海事機関）においてSOLAS

条約*
2
（海上における人命の安全の

ための国際条約）が改正され、2004

年７月に発効する同条約で国際総ト

ン数500トン以上の国際航海船舶が

利用する港湾施設において条約に

定められた保安対策を講じることが

義務づけられました。これは世界の

外国貿易を行う港湾施設に求められ

る国際標準の転換を意味し、わが国

の港湾施設においても、国際海上輸

送システムの拠点としての港湾の保

安対策強化という国際的責任を果た

すことが必須となり国際水準に対応

した保安対策の強化を推進する必

要があります。 

　国際港湾施設における保安対策

の強化に必要な保安設備の整備に

対して支援を行います。また、「国際

航海船舶及び国際港湾施設の保安

の確保等に関する法律」に基づき港

湾施設の保安評価（テロ等に対する

港湾の脆弱性の評価）、国際埠頭施

設および国際水域施設の管理者が

定める埠頭保安規定、水域保安規

定の承認等の事務を行います。国際

埠頭施設、国際水域施設の管理者、

港湾利用者、関係機関が連携・協力

することにより保安の向上と強化を図

ります。 

港湾施設 

港湾におけるテロ等に備えた 
保安レベルの向上 
海上人命安全条約（SOLAS条約）の改正を踏まえ、 
対象港湾施設において保安レベルの向上を図ります。 

和歌山県、大阪府、兵庫県等 

東南海・南海地震等への取り組み 
東南海・南海地震による大規模災害に備え、 
広域連携とソフト面、ハード面の取り組みを進めます。 

改正SOLAS条約に対応した
物流セキュリティの強化が求
められています。 

　これら切迫する課題に対応するた

め、災害に強い地域づくりや危機管理

体制の強化を図る必要があります。 

東南海・南海地震の発生確
率は、今後30年間でそれぞれ
58％、47％と極めて高く、ひと
たび発生すれば、地震・津波
の複合作用による広域的か
つ甚大な被害が予想されて
います。 

国際的な動きに対応した港湾
施設における保安対策を実施
します。 

用語解説 

IMO（国際海事機関：International Maritime 
Organization）とは、1958年ロンドンに設置さ
れた政府間海事協議機関を前身とする世界163
カ国が加盟する海上の安全、海洋環境の保全、海
運の自由通商確保を目的とした海事問題に関する
国連の専門機関です。  
SOLAS条約（The International Convention 
for the Safety of Life at Sea）とは、国際航海
の安全を図るため、検査、証書の発給等の規定を
設け、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付
けに関する安全措置等の基準を定め1974年に採
択された海上における人命の安全のための国際条
約。日本は同条約に1985年5月に批准しました。 

*1

*2

用語解説 

防災緑地とは、災害時に避難地や救援・
復旧支援基地用地等として、多目的に利
用される緑地をいいます。 

*1

背　景 事業内容 

事業効果 

背　景 事業内容 事業効果 

ぜいじゃく ふ  とう 

改正SOLAS条約 
船舶所有者、港湾管理者等が保安の確保のために
必要な対策を行うことにより、国際海上運送シス
テムの信頼性の向上を図り、併せて急迫した脅威
が認められる船舶の入港を拒否すること等により、
国際海上運送に係る不法な行為の防止を図る。 
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